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告   示 

◎新潟県告示第1210号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項（又は第53条第１項）の規定により、指定居宅サービス事業

者（又は指定介護予防サービス事業者）を次のとおり指定した。 
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平成27年９月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

サービスの種類 事業所の名称 所在地 事業者 指定年月日 

通所介護 

 

介護予防通所介護 

デイサービスこやぎの

広場 

新潟県上越市大字下

池部字珎名 1229番地

６他 

若越紙工株式会社 平成 27年９月

１日 

短期入所生活介護 

 

介護予防短期入所生

活介護 

ショートステイ妙高縁 新潟県妙高市大字志

976番地 

社会福祉法人悠藍

睦会 

平成 27年９月

１日 

 

◎新潟県告示第1211号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第48条第１項第１号の規定により、指定介護老人福祉施設を次のとおり指

定した。 

平成27年９月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

施設の名称 所在地 開設者 指定年月日 

特別養護老人ホーム妙

高縁 

新潟県妙高市大字志 976番地 社会福祉法人悠藍睦会 平成 27年９月１日 

 

◎新潟県告示第1212号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項（又は第115条の５第２項）の規定により、指定居宅サービ

ス事業者（又は指定介護予防サービス事業者）から次のとおり事業の廃止の届出があった。 

平成27年９月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

事業所の名称 所在地 事業者 サービスの種類 
届出の受理年

月日 
廃止年月日 

樹楽北城 新潟県上越市北

城町１丁目３番

31号 

ビィ・エフ・クリ

エイト合同会社 

通所介護 

 

介護予防通所介

護 

平成 27 年７月

30日 

平成 27年８月

31日 

 

◎新潟県告示第1213号 

計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により、三条市の特定計量器定期検査を次のとおり実施す

る。 

平成27年９月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 検査の対象となる特定計量器 

 計量法施行令（平成５年政令第329号）第10条第１項第１号に規定する特定計量器 

２ 定期検査を行う期日、場所及び区域 

検査日時 検査場所 検査区域等 

 10月14日（水） 

10月15日（木） 

10月16日（金） 

午前10時から正午まで 

午後１時から３時30分まで 

勤労青少年ホーム 

「ソレイユ三条」 

三条市全域  

10月19日（月） 三条市役所下田庁舎前車庫 

10月20日（火） 三条市役所栄庁舎前車庫 

10月21日（水） 

10月22日（木） 

10月23日（金） 

三条市役所第２庁舎101会議室 
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10月26日（月） 

10月27日（火） 

10月28日（水） 

10月29日（木） 

10月30日（金） 

   

11月２日から平成

28年３月15日まで。

ただし、土・日曜日

及び祝日並びに12

月29日、30日、31

日を除く。 

午前９時30分から正午まで 

午後１時から３時30分まで 

新潟県計量検定所 上記の未受検者 

特定計量器の所在の場所 特定計量器検定検査規則 

（平成５年通商産業省

令第70号）第39条第１項

に規定する特定計量器 

 

３ 実施機関 

 新潟県指定定期検査機関 一般社団法人新潟県計量協会 

 

◎新潟県告示第1214号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、新潟市の亀田郷土地改良区の定款の変更を平

成27年８月28日認可した。 

平成27年９月11日 

新潟県新潟地域振興局長 

 

◎新潟県告示第1215号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、新潟県知事（上越地

域振興局長）から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成27年９月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（県営農地環境整備事業 長坂地区 確定測量） 

２ 作業期間 平成27年８月28日から平成28年３月４日まで 

３ 作業地域 上越市吉川区長坂 ほか 地内 

 

◎新潟県告示第1216号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、新潟県知事（上越地

域振興局長）から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成27年９月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（県営農地環境整備事業 宇津俣地区 確定測量） 

２ 作業期間 平成27年８月28日から平成28年３月４日まで 

３ 作業地域 上越市牧区宇津俣 ほか 地内 

 

◎新潟県告示第1217号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、新潟県知事（佐渡地

域振興局長）から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成27年９月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（県営経営体育成基盤整備事業 小泊地区 確定測量） 

２ 作業期間 平成27年９月１日から平成28年３月４日まで 

３ 作業地域 佐渡市羽茂小泊 ほか 地内 

 

◎新潟県告示第1218号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、新潟県知事（柏崎地

域振興局長）から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 
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平成27年９月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（県営経営体育成基盤整備事業 高田北部地区 確定測量） 

２ 作業期間 平成27年８月28日から平成28年３月４日まで 

３ 作業地域 柏崎市大字藤橋、大字上方 ほか 地内 

 

◎新潟県告示第1219号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、国土交通省北陸地方

整備局 新潟国道事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により

公示する。 

平成27年９月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（数値図化） 

２ 作業期間 平成27年８月８日から平成27年12月11日まで 

３ 作業地域 阿賀野市小松地先～六野瀬地先 

 

◎新潟県告示第1220号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成27年９月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 寺泊西山線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

長岡市寺泊硲田字稲葉 182番１から 

 

同市寺泊下桐字山王2526番１まで 

 

新 

 

8.9～24.9メートル 

 

82.4メートル 

 

旧 

 

8.9～21.7メートル 

 

82.1メートル 

 

◎新潟県告示第1221号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成27年９月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   寺泊西山線 

２ 供用開始の区間 

  長岡市寺泊硲田字稲葉182番１から同市寺泊下桐字山王2526番１まで 

３ 供用開始の期日  平成27年９月11日 

 

◎新潟県告示第1222号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県魚沼地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成27年９月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 
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２ 路 線 名 茂沢竜光線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

魚沼市竜光字谷内田 1055 番１から 

 

同市竜光字谷内田1054番１まで 

 

新 

 

6.6～27.8メートル 

 

114.0メートル 

 

旧 

 

6.5～11.8メートル 

 

113.5メートル 

 

◎新潟県告示第1223号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県魚沼地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成27年９月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   茂沢竜光線 

２ 供用開始の区間 

  魚沼市竜光字谷内田1055番１から同市竜光字谷内田1054番１まで 

３ 供用開始の期日  平成27年９月11日 

 

◎新潟県告示第1224号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県南魚沼地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

平成27年９月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道  

２ 路 線 名 十日町六日町線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

南魚沼市余川字柳枝1632番から 

 

同市余川字中道1374番２まで 

 

 

新 

 

15.0～31.0メートル 

 

 

183.1メートル 

 

 

旧 

 

7.0～15.4メートル 

 

 

183.1メートル 

 

 

◎新潟県告示第1225号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県南魚沼地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

平成27年９月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   十日町六日町線 

２ 供用開始の区間 

  南魚沼市余川字柳枝1632番から同市余川字中道1374番２まで 

３ 供用開始の期日  平成27年９月11日 

 

◎新潟県告示第1226号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規
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定により指定した土砂災害警戒区域（平成18年３月17日新潟県告示第409号）を次のとおり解除する。 

平成27年９月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 長岡地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 区域の表示 
土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

熊堂地区 長岡市浦瀬町 次の図のとおり 地すべり 

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部に備え置いて縦覧

に供する｡) 

 

◎新潟県告示第1227号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規

定により指定した土砂災害警戒区域（平成22年３月30日新潟県告示第537号）を次のとおり解除する。 

平成27年９月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 南魚沼地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 区域の表示 
土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

干害田地区 南魚沼市君帰 次の図のとおり 地すべり 

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県南魚沼地域振興局地域整備部に備え置いて縦

覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第1228号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規

定により、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。 

平成27年９月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 新潟地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 区域の表示 
土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

仙見谷(1)地区 五泉市仙見谷 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

仙見谷(1)地区 五泉市仙見谷 次の図のとおり 土石流 

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県新潟地域振興局新津地域整備部に備え置いて

縦覧に供する｡) 

２ 長岡地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 区域の表示 
土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

熊堂地区 長岡市浦瀬町 次の図のとおり 地すべり 

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部に備え置いて縦覧

に供する｡) 

３ 南魚沼地域振興局管内 
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区域の名称 区域の所在地 区域の表示 
土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

妙音寺(1)地区 南魚沼市妙音寺 次の図のとおり 土石流 

干害田地区 南魚沼市君帰 次の図のとおり 地すべり 

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県南魚沼地域振興局地域整備部に備え置いて縦

覧に供する｡) 

４ 上越地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 区域の表示 
土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

上樽地区 妙高市大字樽本 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

樽本(1)地区 妙高市大字樽本 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

樽本(2)地区 妙高市大字樽本 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

樽本(3)地区 妙高市大字樽本 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

樽本(4)地区 妙高市大字樽本 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

樽本(5)地区 妙高市大字樽本 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

北沢川地区 妙高市大字樽本 次の図のとおり 土石流 

上樽沢地区 妙高市大字樽本 次の図のとおり 土石流 

前沢川地区 妙高市大字樽本 次の図のとおり 土石流 

樽本地区 妙高市大字樽本 次の図のとおり 土石流 

樽本地区 妙高市大字樽本 次の図のとおり 地すべり 

斑尾高原(1)地区 妙高市大字樽本斑尾 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

斑尾高原(2)地区 妙高市大字樽本斑尾 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

斑尾高原(3)地区 妙高市大字樽本斑尾 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

斑尾高原(4)地区 妙高市大字樽本斑尾 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

斑尾高原(5)地区 妙高市大字樽本斑尾 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

斑尾高原(6)地区 妙高市大字樽本斑尾 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

日ノ沢地区 妙高市大字上馬場 次の図のとおり 地すべり 

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県上越地域振興局妙高砂防事務所に備え置いて
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縦覧に供する｡) 

５ 糸魚川地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 区域の表示 
土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

湯川内地区 糸魚川市大字大平 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

大平(5)地区 糸魚川市大字大平 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

大平(6)地区 糸魚川市大字大平 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

大平(7)地区 糸魚川市大字大平 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

大平(8)地区 糸魚川市大字大平 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

大平(9)地区 糸魚川市大字大平 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

黒沢川地区 糸魚川市大字大平 次の図のとおり 土石流 

タニイリ沢地区 糸魚川市大字大平 次の図のとおり 土石流 

大平(2)地区 糸魚川市大字大平 次の図のとおり 土石流 

大平(2)地区 糸魚川市大字大平 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

大平(3)地区 糸魚川市大字大平 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

大久保川地区 糸魚川市大字大平 次の図のとおり 土石流 

大知川地区 糸魚川市大字大平 次の図のとおり 土石流 

鉾カ岳地区 糸魚川市大字大平 次の図のとおり 地すべり 

川詰(1)地区 糸魚川市大字川詰 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

川詰(2)地区 糸魚川市大字川詰 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

川詰(3)地区 糸魚川市大字川詰 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

川詰(4)地区 糸魚川市大字川詰 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

茶釜滝川地区 糸魚川市大字川詰 次の図のとおり 土石流 

濁谷川地区 糸魚川市大字川詰 次の図のとおり 土石流 

川詰(1)地区 糸魚川市大字川詰 次の図のとおり 土石流 

川詰(2)地区 糸魚川市大字川詰 次の図のとおり 土石流 
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川詰地区 糸魚川市大字川詰 次の図のとおり 地すべり 

茶釜滝川地区 糸魚川市大字川詰 次の図のとおり 地すべり 

川詰(2)地区 糸魚川市大字川詰 次の図のとおり 地すべり 

茶釜滝地区 糸魚川市大字川詰 次の図のとおり 地すべり 

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県糸魚川地域振興局地域整備部に備え置いて縦

覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第1229号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の規

定により、次の区域を土砂災害特別警戒区域として指定する。 

平成27年９月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 新潟地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 

区域の表示及び当該自然

現象により建築物に作用

すると想定される衝撃に

関する事項 

土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

仙見谷(1)地区 五泉市仙見谷 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

仙見谷(1)地区 五泉市仙見谷 次の図のとおり 土石流 

(｢次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県新潟地域振興局新津地域整備部に備え置いて

縦覧に供する｡) 

２ 上越地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 

区域の表示及び当該自然

現象により建築物に作用

すると想定される衝撃に

関する事項 

土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

上樽地区 妙高市大字樽本 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

樽本(1)地区 妙高市大字樽本 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

樽本(2)地区 妙高市大字樽本 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

樽本(3)地区 妙高市大字樽本 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

樽本(4)地区 妙高市大字樽本 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

樽本(5)地区 妙高市大字樽本 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

北沢川地区 妙高市大字樽本 次の図のとおり 土石流 

上樽沢地区 妙高市大字樽本 次の図のとおり 土石流 

樽本地区 妙高市大字樽本 次の図のとおり 土石流 



平成27年９月11日(金) 新  潟  県  報 第71号 

10 

斑尾高原(1)地区 妙高市大字樽本斑尾 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

(｢次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県上越地域振興局妙高砂防事務所に備え置いて

縦覧に供する｡) 

３ 糸魚川地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 

区域の表示及び当該自然

現象により建築物に作用

すると想定される衝撃に

関する事項 

土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

湯川内地区 糸魚川市大字大平 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

大平(6)地区 糸魚川市大字大平 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

大平(9)地区 糸魚川市大字大平 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

大平(2)地区 糸魚川市大字大平 次の図のとおり 土石流 

大平(3)地区 糸魚川市大字大平 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

大久保川地区 糸魚川市大字大平 次の図のとおり 土石流 

川詰(1)地区 糸魚川市大字川詰 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

川詰(2)地区 糸魚川市大字川詰 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

川詰(3)地区 糸魚川市大字川詰 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

川詰(4)地区 糸魚川市大字川詰 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

濁谷川地区 糸魚川市大字川詰 次の図のとおり 土石流 

(｢次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県糸魚川地域振興局地域整備部に備え置いて縦

覧に供する｡) 

 

公   告 

新潟県人事行政の運営等の状況について（公告） 

新潟県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年新潟県条例第９号）第２条及び第３条の規定に

基づき各任命権者及び人事委員会から報告を受けたので、第４条の規定により、平成26年度の人事行政の運営状

況の概要及び人事委員会の業務の状況を次のとおり公表する。 

平成27年９月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 
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特定調達契約の落札者等について（公告） 

特定調達契約について落札者が決定したので、県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成

７年新潟県規則第87号）第15条の規定により、次のとおり公告する。 

平成27年９月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 調達件名及び数量 

  環境放射線監視テレメータシステム更新業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  新潟県防災局放射能対策課 

  新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

３ 落札決定日 

  平成27年８月20日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社日立製作所 新潟支店 

  新潟県新潟市中央区笹口一丁目２番地 

５ 落札金額 

  308,340,000円 

６ 契約方式 

  一般競争入札 

７ 入札公告日 

  平成27年７月10日 

８ 落札方式 

  最低価格 

 

砂利採取業務主任者試験の実施について（公告） 

砂利採取法（昭和43年法律第74号）第15条第１項の規定により、平成27年度砂利採取業務主任者試験を次のと

おり実施する。 

平成27年９月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 試験の日時及び場所 

平成27年11月13日（金曜日） 午前10時から正午まで 

新潟市中央区新光町４番地１ 新潟県自治会館 201会議室 

２ 受験手続 

(1) 受験願書請求先 

  新潟県土木部河川管理課 

  県内各地域振興局地域整備部又は津川地区振興事務所 

(2) 受験願書提出先 

  新潟県土木部河川管理課 

(3) 受験願書受付期間 

  平成27年９月24日午前８時30分から平成27年10月23日午後５時15分まで 

  （郵送の場合は平成27年10月23日付け消印のあるものを有効とする｡)  

 

病院局公告 

公募型プロポーザルの中止について（公告） 

平成27年７月24日付けで公告した「新潟県立新発田病院・新潟県立リウマチセンター診療材料調達業務」につ

いて、仕様書の見直しが必要となったため、公募型プロポーザルを中止する。 

平成27年９月11日 

新潟県立新発田病院長 堂前 洋一郎 
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問い合わせ先 

 郵便番号 957－8588 

 新潟県新発田市本町１丁目２番８号 

   新潟県立新発田病院 経営課 

電話番号 0254－22－3121 内線2517 

 

選挙管理委員会告示 

◎新潟県選挙管理委員会告示第61号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項及び第75条第１項の規定による請求を行う場合に必要な選挙

権を有する者の総数の50分の１の数並びに同法第76条第１項、第80条第１項、第81条第１項及び第86条第１項並

びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第８条第１項の規定による請求を行う場

合に必要な選挙権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万

を超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を

超える場合にあってはその80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に

３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）は次のとおりである。 

平成27年９月11日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  長津 光三郎 

１ 選挙権を有する者の総数の50分の１の数 

                       38,492                        

２ 選挙権を有する者の総数の、80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と 

 40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 

                       340,570 

３ 県議会議員の選挙区別の選挙権を有する者の総数の３分の１の数 

              新潟市北区    20,806 

              新潟市東区    38,023 

              新潟市中央区   49,003 

              新潟市江南区   18,902 

              新潟市秋葉区   21,434 

              新潟市南区    12,806 

              新潟市西区    43,134 

              新潟市西蒲区   16,618 

              長岡市三島郡   77,218 

              上越市      54,274 

              三条市      27,930 

              柏崎市刈羽郡   25,710 

              新発田市北蒲原郡 31,554 

              小千谷市     10,318 

              加茂市南蒲原郡  11,652 

              十日町市中魚沼郡 18,703 

              見附市      11,490 

              村上市岩船郡   19,840 

              燕市西蒲原郡   24,834 

              糸魚川市     12,752 

              妙高市       9,540 

              五泉市東蒲原郡  18,435 

              阿賀野市     12,333 

              佐渡市      16,682 

              魚沼市      10,704 
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              南魚沼市南魚沼郡 18,287 

              胎内市       8,545 

 

人事委員会公告 

平成27年度新潟県職員採用試験（大学卒業程度：Ｕ・Ｉターン型民間企業等職務経験者）の実施について

（公告） 

次のとおり新潟県職員採用試験（大学卒業程度：Ｕ・Ｉターン型民間企業等職務経験者）を行う。 

平成27年９月11日 

新潟県人事委員会 

  委員長  鶴 巻  克 恕 

１ 試験職種及び採用予定人員等 

試験職種 採用予定人員 職務内容 

一般行政 ７人程度 

知事部局、病院局、企業局、教育委員会等の本庁又は地域機関等で、予算・

経理・庶務や各種施策の企画立案、地域振興、県税の賦課徴収、許認可等の

様々な行政事務に従事する。 

福祉行政 ３人程度 
知事部局又は病院局の本庁又は地域機関等（児童相談所等）で、子どもや障

害児・者等の相談支援や直接支援、福祉施策の企画立案等の業務に従事する。 

総合土木 ５人程度 

知事部局又は企業局の本庁又は地域機関等（地域振興局地域整備部、農林振

興部等）で、公共土木施設や農業生産基盤等の整備・維持管理、企画立案等

の業務に従事する。 

林  業 １人程度 
知事部局の本庁又は地域機関（地域振興局農林振興部等）で、森林・林業施

策の企画立案や森林の保全等の業務に従事する。 

農  業 ２人程度 
知事部局の本庁又は地域機関（地域振興局農林振興部等）で、農業施策の企

画立案や普及指導、試験研究等の業務に従事する。 

環  境 １人程度 

知事部局の本庁又は地域機関（環境センター、保健環境科学研究所、放射線

監視センター）で、環境施策の企画立案や環境監視、理化学検査・研究、放

射線監視等の業務に従事します。 

保 健 師 ２人程度 
知事部局の本庁若しくは地域機関、教育委員会又は警察本部で、保健行政や

保健施策の企画立案等の業務に従事します。 

２ 受験資格 

(1) 次の要件をいずれも満たす人で、活字印刷文による出題に対応できる人 

ア 年齢 

  昭和31年４月２日以降に生まれた人 

イ 職務経験等 

試験職種 職務経験等 

一般行政 
新潟県外に本社を置く民間企業等における職務経験を５年以上有する人(平成27年８月31日

現在) 

福祉行政 

次のいずれにも該当する人 

・社会福祉法第19条に定める社会福祉主事の任用資格を有する人又は学校教育法による大学

(短期大学を除く。)の専門課程において、心理学に関する科目を履修して卒業した人 

・新潟県外に本部を置く児童福祉施設、障害者支援施設等※１において指導、相談支援に関

する職務経験を５年以上有する人（平成27年８月31日現在） 

総合土木 

新潟県外に本社を置く建設会社、設計コンサル等の民間企業等において、道路・橋りょう、

河川・海岸・ダム、地すべり・砂防、かんがい排水、ほ場整備等の分野についての計画・設

計・積算・施工監理等に関する職務経験を５年以上有する人（平成27年８月31日現在） 

林  業 

新潟県外に本社を置く建設会社、設計コンサル等の民間企業等において、治山、地すべり、

なだれ、海岸、林道等の分野についての計画・設計・積算・施工監理等に関する職務経験を

５年以上有する人（平成27年８月31日現在） 



第71号 新  潟  県  報 平成27年９月11日(金) 

47 

農  業 

新潟県外に本社を置く農業又は食品関係の民間企業等において、農業者等に対する生産・加

工関連の指導支援、又は農産物等に関する試験研究や加工・流通等の職務経験を５年以上有

する人（平成27年８月31日現在）※２ 

環  境 

新潟県外に本社を置く工場・事業場、試験研究機関等の民間企業等において、公害防止、環

境管理、理化学検査・研究、放射線管理等に関する職務経験を５年以上有する人（平成27年

８月31日現在） 

保 健 師 

次のいずれにも該当する人 

・保健師の免許を有する人 

・新潟県外に本社を置く民間企業等における産業保健活動や地域保健活動に関する職務経験

又は新潟県外に本部を置く病院等医療機関における保健指導や看護に関する職務経験を５年

以上有する人（平成27年８月31日現在） 

※１ 福祉行政の職務経験について、「児童福祉施設、障害者支援施設等」には、社会福祉士及び介護福祉士

法第７条の厚生労働省令で定める以下の施設が該当する。 

１ 地域保健法の規定により設置される保健所  

２ 児童福祉法に規定する児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害

児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び障害児通所支援事業又は障害児相談

支援事業を行う施設 

３ 医療法に規定する病院及び診療所 

４ 身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生相談所及び身体障害者福祉センター 

５ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神保健福祉センター  

６ 生活保護法に規定する救護施設及び更生施設  

７ 社会福祉法に規定する福祉に関する事務所 

８ 売春防止法に規定する婦人相談所及び婦人保護施設 

９ 知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所 

10 老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護 

老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター  

11 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する母子・父子福祉センター  

12 介護保険法に規定する介護保険施設及び地域包括支援センター 

13 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設、地域活

動支援センター、福祉ホーム及び障害福祉サービス事業（生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就

労継続支援を行うものに限る。）又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設 

14 前各号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設 

※２ 農業については、採用後、必要に応じて普及指導員資格の取得を求める。 

＜職務経験について（全職種共通）＞ 

民間企業等における職務経験には、民間企業の従業員、公務員､自営業者等として１年以上継続して就業し

ていた期間が該当する。ただし、以下の点に注意すること。 

   ① 週30時間以上従事した期間のみ該当する。 

   ② 職務経験が複数の場合は通算できる。ただし、同一期間内に複数の職務に従事した場合はいずれか一

の職歴に限る。 

   ③ 連続して３か月を超えて職務に従事していない期間（産前産後休暇を除く｡)は職務経験から除く。 

(2) 次のいずれかに該当する人は受験できない。 

  ア 日本の国籍を有しない人 

  イ 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む｡) 

  ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

  エ 新潟県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

  オ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張

する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

３ 第１次試験 

(1) 方法 

  公務員として必要な一般的な知識（社会科学、人文科学、自然科学）及び知能（文章理解、判断推理、数

的推理、資料解釈）について、教養試験（択一式）を行うとともに、課題の理解力、表現力、文章構成力等
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について、論文試験を行う。ただし、論文試験は、一般行政については第３次試験として、その他の職種に

ついては第２次試験として評価する。また、事前に提出された書類（職務経歴書、自己ＰＲ書（600字以内））

により、民間企業等における職務経験内容、実績、意欲等について審査する記述試験を行う。 

(2) 試験日及び試験場 

   試験日：平成27年10月18日（日） 

   受付時間：午前９時から午前９時30分まで 

   試験場（新潟会場）：新潟県庁（新潟市中央区新光町４番地１） 

 ※申込多数の場合は、試験場が変更となる場合がある。 

   試験場（東京会場）：都道府県会館（東京都千代田区平河町２－６－３） 

(3) 合格者の発表 

  平成27年11月６日（金）午後１時（予定）に県庁１階の広報展示室前の掲示板及び新潟県職員採用案内ホ

ームページに合格者の受験番号を掲示するほか、合格者に通知する。 

４ 第２次試験 

(1) 方法 

  第１次試験合格者に対し、個別面接試験及び適性検査を行う。ただし、一般行政については、適性検査は

第３次試験として評価する。 

(2) 試験日及び試験場 

  一般行政については、平成27年11月14日（土）及び11月15日（日）（予定）のうち指定する日、一般行政

以外については、平成27年11月28日（土）及び11月29日（日）（予定）のうち指定する日に県庁（新潟市中

央区新光町４番地１）において行う。 

(3) 合格者の発表 

一般行政については、平成27年11月26日（木）午後１時（予定)､一般行政以外については、平成27年12月

18日（金）午後１時（予定）に県庁１階の広報展示室前の掲示板及び新潟県職員採用案内ホームページに合

格者の受験番号を掲示するほか、第２次試験受験者に結果を通知する。 

５ 第３次試験 

(1) 方法 

  一般行政のみ、第２次試験合格者に対し、個別面接試験を行う。 

(2) 試験日及び試験場 

  平成27年12月５日（土）及び12月６日（日）（予定）のうち指定する日に県庁（新潟市中央区新光町４番

地１）において行う。 

(3) 合格者の発表 

 平成27年12月18日（金）午後１時（予定）に県庁１階の広報展示室前の掲示板及び新潟県職員採用案内ホ

ームページに合格者の受験番号を掲示するほか、第３次試験受験者に結果を通知する。 

６ 資格調査 

  受験資格の有無、申込書記載事項の真否について調査する。 

７ 試験の配点・基準 

  各試験区分の合格決定は、それぞれの試験区分ごとに行い、他試験区分の成績は反映されない。 

  また、試験種目にはそれぞれ次のとおり一定の基準があり、一つでも基準を満たさない場合、他の種目の成

績にかかわらず原則として不合格となる。 

区分 種目 配点 基準 

第１次試験 教養試験 100点※ 正答率３割５分以上（基準は目安であり、基準を引き

下げる場合がある｡) 

記述試験 300点 120点以上（教養試験の点数が基準に達しない場合は、

採点されない｡) 

第２次試験 面接試験 130点 一般行政：70点以上 

一般行政以外：90点以上 

論文試験 20点 11点以上（一般行政については、第３次試験で評価す

る｡) 

第３次試験（一般行政のみ） 面接試験 130点 90点以上 

※ 教養試験については、粗点（正答数）をそのまま用いるのではなく、平均得点及び標準偏差等を用いて以下
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の方法で算出した標準点を用いており、受験者の点数はおおむね０点～100点に分布する。 

 ◎教養試験の標準点の算出方法 

  標準点＝15×（Ａ－Ｂ）÷Ｃ＋50 

  Ａ：ある受験者の粗点（正答数） 

  Ｂ：教養試験の平均得点 

  Ｃ：教養試験の標準偏差 

８ 合格から採用まで 

(1) 最終合格者は高点順に任用候補者名簿に登載され、各任命権者からの請求に応じて成績順に推薦され、欠

員の状況により採用が決定される。 

(2) 職歴証明書等を提出できない場合や、必要な職務経験を欠いていることが明らかになった場合には、採用

されない。 

(3) 採用は原則として平成28年４月１日であるが、欠員の状況により年間を通じ順次行うこともある。 

(4) 任用候補者名簿の有効期間は、名簿確定後、原則として１年間である。 

９ 給与 

  初任給は、民間企業等における職務経験年数及びその職務内容等に応じ、一定の基準に基づいて個別に決定

される。 

  なお、このほか、期末手当、勤勉手当及び状況により扶養手当、通勤手当、住居手当等を支給する。 

10 受験手続 

 (1) 受験申込書の配布等 

  受験申込書は、人事委員会事務局、地域振興局等で配布するほか、新潟県職員採用案内ホームページ

（http://www.pref.niigata.lg.jp/jinjii/saiyou2.html）からダウンロードすることができる。 

  受験申込書を郵便で請求する場合は、封筒の表に「職員採用試験（民間企業等職務経験者）請求」と朱書

し、140 円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角形２号）を同封の上、郵便番号950－8570 新潟県庁内新

潟県人事委員会事務局に請求すること。 

(2) 申込みの方法 

  以下のいずれかの方法によること。 

ア 新潟県職員採用案内ホームページ（http://www.pref.niigata.lg.jp/jinjii/saiyou2.html)から電子申

請を行う。なお、予期せぬ機器停止や通信障害などによる事故が発生した場合の責任は負いかねる｡ 

イ 受験申込書及び職務経歴書に必要事項を記入し、新潟市中央区新光町４番地１ 新潟県庁内新潟県人事

委員会事務局に郵送するか、直接持参すること。（郵送する場合は、封筒の表に「職員採用試験（民間企

業等職務経験者）受験」と朱書し、必ず簡易書留等確実な方法をとること。なお、普通郵便による郵送で

事故が発生した場合の責任は負いかねる｡) 

(3) 受付期間 

 ・ 電子申請、郵送、持参いずれも平成27年９月11日（金）から10月２日（金）まで受け付ける。 

 ・ 電子申請の場合、10月２日午後５時15分までに正常に到達したものを受け付ける。 

 ・ 郵送の場合、10月２日までの消印のあるものに限り受け付ける。 

 ・ 持参の場合、午前８時30分から午後５時15分まで受け付ける。ただし、土曜日、日曜日及び祝日につい 

  ては持参の受付を行わない。 
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